
入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020001
事務の名称 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業）事務
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 生後４ヶ月頃までの乳児のいる家庭の全戸を訪問し、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図る。

事務・業務の根拠法
令等

児童福祉法

個人情報の対象者の
範囲

生後４ヶ月までの乳児及びその保護者

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書 処理形態 手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成21年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年1月13日
番号法別表1の項番 番号法主務省令の条項号
番号法別表1の事務
名

主務省令に掲げる事
務の内容

対象者数 1,000人以上5,000人未満 業務従事者数
過去1年以内の漏え PIAしきい値判断
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性
番号法対応方針等

個人情報ファイル名 母子カルテ、乳幼児台帳

添付書類名

入力者名 宗像晃代 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

2 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 同一実施機
関内

同一実施機
関内

村長 住民
課 住民係

第6号（国
等からの収
集で事務執
行上やむを
得ない等）

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

34 ○ 一般的取扱
事項

心身 健康状態

35 ○ 一般的取扱
事項

心身 傷病歴

40 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 家族状況

41 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 親族・続柄

42 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 婚姻

43 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 居住状況

48 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 相談内容



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020002
事務の名称 法定予防接種業務
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 予防接種法に基づく予防接種を行う。

事務・業務の根拠法
令等

予防接種法

個人情報の対象者の
範囲

法律に基づいた各種予防接種対象者

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成14年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年1月13日
番号法別表1の項番 10 番号法主務省令の条項号 第10条第1号から第6号まで
番号法別表1の事務
名

10_予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるもの

主務省令に掲げる事
務の内容

一　予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の予防接種の
実施に関する事務二　予防接種法第五条第一項又は第六条第一項の予防接種の実施の指示に関する事務三
予防接種法第六条第三項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務四　予防接種法第十五条第一項の給付
の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務五　予防接
種法第十五条第一項の給付の支給を受ける権利に係る届出等（届出又は申出をいう。以下この号において同じ。）対象者数 5,000人以上10,000人未満 業務従事者数 500人未満

過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 基礎項目評価
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 健康管理システム 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 (株)エフコム システム改修等の必要性 有
番号法対応方針等

個人情報ファイル名 予防接種台帳、予防接種システム

添付書類名 予診票等

入力者名 宗像晃代 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

4 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 国・他の地
方公共団体

国・他の地
方公共団体

他市町村,
福島病院,
公立病院

第2号（本
人同意）
第6号（国
等からの収
集で事務執
行上やむを
得ない等）

5 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 民間・私人 民間・私人 医療機関 第2号（本
人同意）
第6号（国
等からの収
集で事務執
行上やむを
得ない等）

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

30 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 口座番号等

41 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 親族・続柄



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020003
事務の名称 任意予防接種業務
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 村の要綱に定める任意予防接種を行う。

事務・業務の根拠法
令等

玉川村風しんワクチン接種費用等の助成に関する要綱、予防接種法

個人情報の対象者の
範囲

玉川村民

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成14年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成27年8月13日
番号法別表1の項番 10 番号法主務省令の条項号 第10条第1号から第4号
番号法別表1の事務
名

10_予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるもの

主務省令に掲げる事
務の内容

一　予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の予防接種の
実施に関する事務二　予防接種法第五条第一項又は第六条第一項の予防接種の実施の指示に関する事務三
予防接種法第六条第三項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務四　予防接種法第十五条第一項の給付
の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務五　予防接
種法第十五条第一項の給付の支給を受ける権利に係る届出等（届出又は申出をいう。以下この号において同じ。）対象者数 5,000人以上10,000人未満 業務従事者数 500人未満

過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 基礎項目評価
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 健康管理システム 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 (株)エフコム システム改修等の必要性 有
番号法対応方針等

個人情報ファイル名 予防接種費用等助成申請書綴り、予防接種費用助成金支給整理簿、予防接種システム

添付書類名 領収書等

入力者名 宗像晃代 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

4 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 国・他の地
方公共団体

国・他の地
方公共団体

他町村、公
立病院、福
島病院

第2号（本
人同意）
第6号（国
等からの収
集で事務執
行上やむを
得ない等）

5 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 民間・私人 民間・私人 医療機関 第6号（国
等からの収
集で事務執
行上やむを
得ない等）
第2号（本
人同意）

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

30 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 口座番号等



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020004
事務の名称 母子保健訪問指導事業事務
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 妊産婦、または母子に関わることにより、不安の軽減に努め子育ての支援を行う。

事務・業務の根拠法
令等

母子保健法

個人情報の対象者の
範囲

妊産婦、新生児(未熟児含)、乳幼児及びその保護者

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書 処理形態 手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成18年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年1月13日
番号法別表1の項番 49 番号法主務省令の条項号 第40条第2号
番号法別表1の事務
名

49_母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、
母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育
医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

主務省令に掲げる事
務の内容

三　母子保健法第十二条第一項の健康診査の実施又は同法第十三条の健康診査の実施若しくは健康診査を受
けることの勧奨に関する事務

対象者数 1,000人以上5,000人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 基礎項目評価
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性 なし
番号法対応方針等

個人情報ファイル名 母子カルテ等

添付書類名

入力者名 宗像晃代 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

2 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 同一実施機
関内

同一実施機
関内

村長 住民
課 住民係

第6号（国
等からの収
集で事務執
行上やむを
得ない等）

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

40 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 家族状況

41 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 親族・続柄

42 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 婚姻

43 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 居住状況

48 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 相談内容



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020005
事務の名称 母子保健相談事業事務
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 妊産婦や乳幼児の健康状態、育児状況を把握し適切な指導、助言を行う。

事務・業務の根拠法
令等

母子保健法

個人情報の対象者の
範囲

妊産婦、乳幼児及びその保護者

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成14年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成27年8月18日
番号法別表1の項番 49 番号法主務省令の条項号 第40条第1号
番号法別表1の事務
名

49_母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、
母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育
医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

主務省令に掲げる事
務の内容

一　母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第十条の保健指導の実施又は保健指導を受けることの勧奨に
関する事務

対象者数 500人以上1,000人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 対象外
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性
番号法対応方針等

個人情報ファイル名 母子カルテ等

添付書類名 問診票

入力者名 宗像晃代 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

2 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 同一実施機
関内

同一実施機
関内

住民課 第6号（国
等からの収
集で事務執
行上やむを
得ない等）

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

20 ○ 一般的取扱
事項

経歴・成績 職業・職歴

34 ○ 一般的取扱
事項

心身 健康状態

40 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 家族状況

41 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 親族・続柄



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020006
事務の名称 乳幼児健康診査事業事務
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 乳幼児に対して健康診査を行い、発育、発達の確認をし、健康増進を図る。

事務・業務の根拠法
令等

母子保健法

個人情報の対象者の
範囲

乳幼児及びその保護者

事務区分 固有 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成17年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成27年8月18日
番号法別表1の項番 49 番号法主務省令の条項号 第40条第3号
番号法別表1の事務
名

49_母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、
母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育
医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

主務省令に掲げる事
務の内容

三　母子保健法第十二条第一項の健康診査の実施又は同法第十三条の健康診査の実施若しくは健康診査を受
けることの勧奨に関する事務

対象者数 5,000人以上10,000人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 基礎項目評価
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 健康管理システム 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 (株)エフコム システム改修等の必要性 有
番号法対応方針等

個人情報ファイル名 母子カルテ等

添付書類名 問診票等

入力者名 宗像晃代 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

2 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 同一実施機
関内

同一実施機
関内

村長 住民
課 住民係

第6号（国
等からの収
集で事務執
行上やむを
得ない等）

4 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 国・他の地
方公共団体

国・他の地
方公共団体

他市町村 第6号（国
等からの収
集で事務執
行上やむを
得ない等）

5 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 民間・私人 民間・私人 福島県保健
衛生協会

第6号（国
等からの収
集で事務執
行上やむを
得ない等）

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

20 ○ 一般的取扱
事項

経歴・成績 職業・職歴

34 ○ 一般的取扱
事項

心身 健康状態

35 ○ 一般的取扱
事項

心身 傷病歴

40 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 家族状況

41 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 親族・続柄

43 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 居住状況

48 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 相談内容



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020007
事務の名称 妊娠届母子健康手帳交付事務
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 妊婦の届出により母子健康手帳を交付し、妊娠についての保健指導を行う。

事務・業務の根拠法
令等

母子保健法

個人情報の対象者の
範囲

妊婦

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書 処理形態 手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成17年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年1月13日
番号法別表1の項番 49 番号法主務省令の条項号 第40条第4号、第5号
番号法別表1の事務
名

49_母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、
母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育
医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

主務省令に掲げる事
務の内容

四　母子保健法第十五条の妊娠の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務五　母子保
健法第十六条第一項の母子健康手帳の交付に関する事務

対象者数 100人以上500人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 対象外
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性
番号法対応方針等

個人情報ファイル名 母子手帳交付簿等

添付書類名

入力者名 宗像晃代 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

2 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 同一実施機
関内

同一実施機
関内

村長 住民
課 住民係

第6号（国
等からの収
集で事務執
行上やむを
得ない等）

4 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 国・他の地
方公共団体

国・他の地
方公共団体

他市町村 第6号（国
等からの収
集で事務執
行上やむを
得ない等）

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

20 ○ 一般的取扱
事項

経歴・成績 職業・職歴

34 ○ 一般的取扱
事項

心身 健康状態

35 ○ 一般的取扱
事項

心身 傷病歴

40 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 家族状況

41 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 親族・続柄

42 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 婚姻

43 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 居住状況

48 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 相談内容



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020008
事務の名称 低体重児の届出事務
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 低体重児の届出により状況を把握し、訪問事業等につなげる。

事務・業務の根拠法
令等

母子保健法

個人情報の対象者の
範囲

低体重児

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書 処理形態 手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成25年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年1月13日
番号法別表1の項番 49 番号法主務省令の条項号 第40条第7号
番号法別表1の事務
名

49_母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、
母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育
医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

主務省令に掲げる事
務の内容

七　母子保健法第十八条の低体重児の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務

対象者数 50人以上100人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 対象外
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性
番号法対応方針等

個人情報ファイル名 母子カルテ等

添付書類名

入力者名 宗像晃代 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

41 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 親族・続柄



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020009
事務の名称 玉川村妊産婦健康診査実施事務
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 妊産婦の健康の保持、増進及び異常の早期発見、早期治療を図るため、母子保健法に基づき市が委託する医療

機関において実施する妊婦の一般健康診査並びに当該医療機関以外の医療機関において受診した健康診査に
要した費用を負担することを目的とする.

事務・業務の根拠法
令等

母子保健法

個人情報の対象者の
範囲

住民登録のある妊産婦

事務区分 固有 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成17年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成27年8月18日
番号法別表1の項番 49 番号法主務省令の条項号 第40条第3条
番号法別表1の事務
名

49_母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、
母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育
医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

主務省令に掲げる事
務の内容

三　母子保健法第十二条第一項の健康診査の実施又は同法第十三条の健康診査の実施若しくは健康診査を受
けることの勧奨に関する事務

対象者数 5,000人以上10,000人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 基礎項目評価
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 健康管理システム 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 (株)エフコム システム改修等の必要性 有
番号法対応方針等

個人情報ファイル名

添付書類名 妊産婦受診券等

入力者名 宗像晃代 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

4 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 国・他の地
方公共団体

国・他の地
方公共団体

国保連合会 第6号（国
等からの収
集で事務執
行上やむを
得ない等）

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

30 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 口座番号等

34 ○ 一般的取扱
事項

心身 健康状態

35 ○ 一般的取扱
事項

心身 傷病歴

48 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 相談内容



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020010
事務の名称 県民健康調査「妊産婦に関する調査」事務
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 福島県内の産科・周産期医療の充実や妊産婦へのケアにつなげるための「妊産婦に関する調査」に同意した方の

個人情報を収集・提供する。

事務・業務の根拠法
令等

福島復興再生特別措置法

個人情報の対象者の
範囲

調査に同意した妊産婦

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成24年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成27年1月13日
番号法別表1の項番 番号法主務省令の条項号
番号法別表1の事務
名

主務省令に掲げる事
務の内容

対象者数 50人以上100人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え PIAしきい値判断
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性
番号法対応方針等

個人情報ファイル名 「妊産婦調査」住民情報

添付書類名 同意書

入力者名 宗像晃代 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

2 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 同一実施機
関内

同一実施機
関内

村長 住民
課 住民係

　第6号
（国等から
の収集で事
務執行上や
むを得ない
等）

8 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 整理番号

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020011
事務の名称 健康づくり推進協議会事務
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 協議会委員の委嘱及び会議の開催に係る連絡調整等の事務

事務・業務の根拠法
令等

玉川村健康づくり推進協議会設置要綱

個人情報の対象者の
範囲

協議会委員

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成15年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年1月13日
番号法別表1の項番 番号法主務省令の条項号
番号法別表1の事務
名

主務省令に掲げる事
務の内容

対象者数 30人未満 業務従事者数
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性
番号法対応方針等

個人情報ファイル名

添付書類名 承諾書等

入力者名 曲山知賀子 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

20 ○ 一般的取扱
事項

経歴・成績 職業・職歴



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020012
事務の名称 養育医療給付事業事務
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 母子保健法に基づき入院を必要とする未熟児に対して入院医療に係る費用の給付を行う

事務・業務の根拠法
令等

母子保健法、母子保健法施行令、玉川村養育医療給付要綱

個人情報の対象者の
範囲

対象未熟児、未熟児の扶養義務者

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書 処理形態 手処理
目的外利用 有 外部提供 なし
目的外利用の条例根 第2号（本人同意） 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

健康福祉課社会福祉係

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成17年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年2月26日
番号法別表1の項番 49 番号法主務省令の条項号 第40条第9号、第10号
番号法別表1の事務
名

49_母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、
母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育
医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

主務省令に掲げる事
務の内容

九　母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務十　母子保
健法第二十一条の四第一項の費用の徴収に関する事務

対象者数 30人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 対象外
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性
番号法対応方針等

個人情報ファイル名 養育医療申請受付簿

添付書類名 養育医療意見書等

入力者名 曲山知賀子 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

4 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 国・他の地
方公共団体

国・他の地
方公共団体

独立行政法
人国立病院
機構福島病
院

第6号（国
等からの収
集で事務執
行上やむを
得ない等）

5 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 民間・私人 民間・私人 医療機関 第6号（国
等からの収
集で事務執
行上やむを
得ない等）

8 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 整理番号

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

26 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 所得・収入

29 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 公的扶助受
給

34 ○ 一般的取扱
事項

心身 健康状態

41 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 親族・続柄

49 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 その他 在胎週数、
出生体重、
症状の概
要、症状の
経過、医療
内容、出生
証明書



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020013
事務の名称 食生活改善推進協議会補助金交付事務
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 食生活改善推進協議会の活動に対する補助金交付に係る事務

事務・業務の根拠法
令等

個人情報の対象者の
範囲

食生活改善推進員

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 有
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成14年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年2月26日
番号法別表1の項番 番号法主務省令の条項号
番号法別表1の事務
名

主務省令に掲げる事
務の内容

対象者数 30人以上50人未満 業務従事者数
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性
番号法対応方針等

個人情報ファイル名

添付書類名

入力者名 曲山知賀子 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020014
事務の名称 玉川村保健協力員事務
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 保健協力員の委嘱や会議の開催及び業務遂行に係る連絡調整等の事務

事務・業務の根拠法
令等

玉川村保健協力員設置条例

個人情報の対象者の
範囲

保健協力員

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 昭和60年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年1月13日
番号法別表1の項番 番号法主務省令の条項号
番号法別表1の事務
名

主務省令に掲げる事
務の内容

対象者数 30人以上50人未満 業務従事者数
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性
番号法対応方針等

個人情報ファイル名

添付書類名 承諾書等

入力者名 曲山知賀子 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020015
事務の名称 住民健康診査事業事務
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 40歳以上の生活保護受給世帯の者に対する健康診査の実施や結果の管理等に係る事務

事務・業務の根拠法
令等

健康増進法

個人情報の対象者の
範囲

40歳以上の生活保護受給世帯の者

事務区分 固有 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成17年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年2月26日
番号法別表1の項番 76 番号法主務省令の条項号 第54条
番号法別表1の事務
名

76_健康増進法（平成十四年法律第百三号）による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定める
もの

主務省令に掲げる事
務の内容

健康増進法（平成十四年法律第百三号）第十七条第一項又は第十九条の二の健康増進事業の実施に関する事
務

対象者数 5,000人以上10,000人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 基礎項目評価
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 健康管理システム 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 （株）エフコム システム改修等の必要性 有
番号法対応方針等

個人情報ファイル名 住民検診

添付書類名 健診受診録等

入力者名 曲山知賀子 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

5 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 民間・私人 民間・私人 （公財）福
島県保健衛
生協会

　第2号
（本人同
意）　第6
号（国等か
らの収集で
事務執行上
やむを得な
い等）

8 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 整理番号

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

34 ○ 一般的取扱
事項

心身 健康状態

35 ○ 一般的取扱
事項

心身 傷病歴

47 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 趣味・嗜好



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020016
事務の名称 食生活改善推進事業事務
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 食育や生活習慣病予防等を目的とした食に関する事業の実施に係る事務

事務・業務の根拠法
令等

個人情報の対象者の
範囲

小学生以上の住民

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年1月13日
番号法別表1の項番 番号法主務省令の条項号
番号法別表1の事務
名

主務省令に掲げる事
務の内容

対象者数 5,000人以上10,000人未満 業務従事者数
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性
番号法対応方針等

個人情報ファイル名

添付書類名 申込書等

入力者名 曲山知賀子 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

19 ○ 一般的取扱
事項

経歴・成績 学業・成績



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020017
事務の名称 がん検診事業等事務
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 がん検診等の実施や結果の管理等に係る事務

事務・業務の根拠法
令等

健康増進法

個人情報の対象者の
範囲

がん検診(胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳がん、前立腺がん）、肝炎ウィルス検診受診者

事務区分 固有 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成17年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年2月26日
番号法別表1の項番 76 番号法主務省令の条項号 第54条
番号法別表1の事務
名

76_健康増進法（平成十四年法律第百三号）による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定める
もの

主務省令に掲げる事
務の内容

健康増進法（平成十四年法律第百三号）第十七条第一項又は第十九条の二の健康増進事業の実施に関する事
務

対象者数 5,000人以上10,000人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 基礎項目評価
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 健康管理システム 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 （株）エフコム システム改修等の必要性 有
番号法対応方針等

個人情報ファイル名 住民検診

添付書類名 検診受診録等

入力者名 曲山知賀子 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

4 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 国・他の地
方公共団体

国・他の地
方公共団体

公立岩瀬病
院、独立行
政法人国立
病院機構福
島病院

第6号（国
等からの収
集で事務執
行上やむを
得ない等）

5 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 民間・私人 民間・私人 （公財）福
島県保健衛
生協会
医療機関

第2号（本
人同意）
第6号（国
等からの収
集で事務執
行上やむを
得ない等）

8 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 整理番号

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

30 ○ 一般的取扱
事項

経済状況 口座番号等

34 ○ 一般的取扱
事項

心身 健康状態

35 ○ 一般的取扱
事項

心身 傷病歴

47 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 趣味・嗜好



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020018
事務の名称 健康相談事業等事務
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 総合健診等の結果に基づいた、住民に対する健康相談や訪問指導の実施に係る事務

事務・業務の根拠法
令等

健康増進法

個人情報の対象者の
範囲

村民

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成16年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年2月26日
番号法別表1の項番 76 番号法主務省令の条項号 第54条
番号法別表1の事務
名

76_健康増進法（平成十四年法律第百三号）による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定める
もの

主務省令に掲げる事
務の内容

健康増進法（平成十四年法律第百三号）第十七条第一項又は第十九条の二の健康増進事業の実施に関する事
務

対象者数 5,000人以上10,000人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断 基礎項目評価
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 健康管理システム 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 （株）エフコム システム改修等の必要性 有
番号法対応方針等

個人情報ファイル名 住民検診

添付書類名 健診結果票

入力者名 曲山知賀子 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

4 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 国・他の地
方公共団体

国・他の地
方公共団体

公立岩瀬病
院、独立行
政法人国立
病院機構福
島病院

第6号（国
等からの収
集で事務執
行上やむを
得ない等）

5 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 民間・私人 民間・私人 （公財）福
島県保健衛
生協会
医療機関

第2号（本
人同意）
第6号（国
等からの収
集で事務執
行上やむを
得ない等）

8 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 整理番号

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

20 ○ 一般的取扱
事項

経歴・成績 職業・職歴

32 ○ 一般的取扱
事項

心身 体格・体力

34 ○ 一般的取扱
事項

心身 健康状態

35 ○ 一般的取扱
事項

心身 傷病歴

36 ○ 一般的取扱
事項

心身 障害

40 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 家族状況

47 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 趣味・嗜好

48 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 相談内容



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020019
事務の名称 県民健康調査「既存健診対象外の県民に対する健康診査」事務
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 19歳から39歳までの国保加入者及び社会保険被扶養者を対象とした健康診査の実施や結果管理に関する事務

福島県からの委託により実施

事務・業務の根拠法
令等

福島復興再生特別措置法

個人情報の対象者の
範囲

19歳から39歳までの住民

事務区分 固有 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 平成24年4月1日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年2月26日
番号法別表1の項番 番号法主務省令の条項号
番号法別表1の事務
名

主務省令に掲げる事
務の内容

対象者数 1,000人以上5,000人未満 業務従事者数
過去1年以内の漏え なし PIAしきい値判断
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 健康管理システム 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 （株）エフコム システム改修等の必要性 なし
番号法対応方針等

個人情報ファイル名 住民検診

添付書類名 承諾書等

入力者名 曲山知賀子 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

5 ○ 個人情報の
収集方法

本人以外 民間・私人 民間・私人 （公財）福
島県保健衛
生協会

第2号（本
人同意）
第6号（国
等からの収
集で事務執
行上やむを
得ない等）

8 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 整理番号

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名 　

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

32 ○ 一般的取扱
事項

心身 体格・体力

34 ○ 一般的取扱
事項

心身 健康状態

35 ○ 一般的取扱
事項

心身 傷病歴

47 ○ 一般的取扱
事項

生活事項 趣味・嗜好



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020020
事務の名称 県民健康調査事業「内部被ばく検査」事務
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 福島原発事故で放射性物質が放出され、セシウムを吸入した場合、現在では体内に残留している量は、減衰し、

現実的な線量評価が困難になっているが、食品・飲料水に対する不安があり、健康管理の上では、内部被ばく影
響を評価することが重要になっている。このことから、内部被ばくの影響を評価する観点から日常的な摂取による線
量評価を行うことが必要である。

事務・業務の根拠法
令等

なし

個人情報の対象者の
範囲

村民全般

事務区分 固有 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年1月13日
番号法別表1の項番 番号法主務省令の条項号
番号法別表1の事務
名

主務省令に掲げる事
務の内容

対象者数 5,000人以上10,000人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え PIAしきい値判断
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性 なし
条例等の改正内容

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性
番号法対応方針等

個人情報ファイル名

添付書類名

入力者名 小針　弘 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

19 ○ 一般的取扱
事項

経歴・成績 学業・成績



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020021
事務の名称 県民健康調査事業「放射能外部被ばく線量測定分」
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 県民の個々の状況に応じた放射線量を把握し、放射線による健康影響に係る理解の促進を図る。

事務・業務の根拠法
令等

個人情報の対象者の
範囲

村民全般

事務区分 固有 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年1月13日
番号法別表1の項番 番号法主務省令の条項号
番号法別表1の事務
名

主務省令に掲げる事
務の内容

対象者数 5,000人以上10,000人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え PIAしきい値判断
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性
番号法対応方針等

個人情報ファイル名

添付書類名

入力者名 小針　　弘 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

本人から収
集

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

20 ○ 一般的取扱
事項

経歴・成績 職業・職歴



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020022
事務の名称 県民健康調査事業「空間線量計測定機器取り扱い分」
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 村内の個々の状況に応じた放射線量を把握し、放射線による健康影響に係る理解の促進を図る。

事務・業務の根拠法
令等

個人情報の対象者の
範囲

村民

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書 処理形態 手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年1月13日
番号法別表1の項番 番号法主務省令の条項号
番号法別表1の事務
名

主務省令に掲げる事
務の内容

対象者数 5,000人以上10,000人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え PIAしきい値判断
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 個人線量計管理システム 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 福味商事 システム改修等の必要性 なし
番号法対応方針等

個人情報ファイル名

添付書類名

入力者名 小針　　弘 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020023
事務の名称 「健康の駅たまかわ」事務健康推進ルーム運動個人日誌に関する綴
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 住民に関する正確な記録を確保し、住民に関する記録の管理を適正に行う。

事務・業務の根拠法
令等

個人情報の対象者の
範囲

利用者講習会実施者

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年1月13日
番号法別表1の項番 番号法主務省令の条項号
番号法別表1の事務
名

主務省令に掲げる事
務の内容

対象者数 100人以上500人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え PIAしきい値判断
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性
番号法対応方針等

個人情報ファイル名

添付書類名

入力者名 小針　　弘 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

8 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 整理番号

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020024
事務の名称 「健康の駅たまかわ」事務健康推進ルーム利用申し込み綴
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 住民に関する正確な記録を確保し、住民に関する記録の管理を適正に行う。

事務・業務の根拠法
令等

個人情報の対象者の
範囲

利用者講習会実施者

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書 処理形態 手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年1月13日
番号法別表1の項番 番号法主務省令の条項号
番号法別表1の事務
名

主務省令に掲げる事
務の内容

対象者数 100人以上500人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え PIAしきい値判断
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性
番号法対応方針等

個人情報ファイル名

添付書類名

入力者名 小針　　弘 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

8 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 整理番号

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

32 ○ 一般的取扱
事項

心身 体格・体力

33 ○ 一般的取扱
事項

心身 運動能力

34 ○ 一般的取扱
事項

心身 健康状態

36 ○ 一般的取扱
事項

心身 障害



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020025
事務の名称 「健康の駅たまかわ」事務体租成形データー綴（電子媒体）
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 住民に関する正確な記録を確保し、住民に関する記録の管理を適正に行う。

事務・業務の根拠法
令等

個人情報の対象者の
範囲

利用講習会実施者

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 電磁的記録 処理形態 電子計算機処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年1月13日
番号法別表1の項番 番号法主務省令の条項号
番号法別表1の事務
名

主務省令に掲げる事
務の内容

対象者数 100人以上500人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え PIAしきい値判断
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性
番号法対応方針等

個人情報ファイル名

添付書類名

入力者名 小針　　弘 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別

11 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 年齢

12 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 電話番号

13 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 生年月日等

14 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 住所

32 ○ 一般的取扱
事項

心身 体格・体力

34 ○ 一般的取扱
事項

心身 健康状態



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

管理番号 105020026
事務の名称 「健康の駅たまかわ」事務健康推進ルーム利用報告書
部　署 村長　健康福祉課　保健衛生係
個人番号利用事務 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 住民に関する正確な記録を確保し、住民に関する記録の管理を適正に行う。

事務・業務の根拠法
令等

個人情報の対象者の
範囲

利用者講習会実施者

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
目的外利用の条例根 外部提供の条例根拠
根拠法令等、目的外
利用の具体的提供先

根拠法令等、外部提
供の具体的提供先

開始年月日 変更年月日
廃止年月日 最終更新日 平成28年1月13日
番号法別表1の項番 番号法主務省令の条項号
番号法別表1の事務
名

主務省令に掲げる事
務の内容

対象者数 100人以上500人未満 業務従事者数 500人未満
過去1年以内の漏え PIAしきい値判断
番号導入で影響のあ
る条例等

条例等改正の必要性
条例等の改正内容

システムの名称 外部との電子計算組織の結合 なし
システム委託業者 システム改修等の必要性
番号法対応方針等

個人情報ファイル名

添付書類名

入力者名 小針　　弘 番号対応備考2
番号対応備考3

その他備考1 その他備考2
その他備考3



入力確認票兼個人番号利用事務調査票

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名 条例の規定 根拠法令 備考
目的外/
外部

1 ○ 個人情報の
収集方法

本人 本人から収
集

8 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 整理番号

9 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 氏名

10 ○ 一般的取扱
事項

基本的事項 性別


